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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前面に本体開口部を具備する室内機本体と、
　該室内機本体に設置され、前記本体開口部を覆い且つ開放する回動パネルと、
　該回動パネルに貼付され、該回動パネルに形成されたパネル開口部を覆うスクリーンと
、
　前記回動パネルに設置され、前記回動パネルの前面を覆う前面パネルと、
　前記パネル開口部に向けて光を出射することができる発光手段を具備する投影装置と、
　を有し、
　前記回動パネルが不透明材料によって形成され、
　前記前面パネルが透明材料または半透明材料によって形成され、
　前記スクリーンが半透明材料または不透明材料によって形成され、
　前記回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆い、且つ、前記発光手段が消灯している
時は、前記前面パネルおよび前記スクリーンによって前記投影装置が覆い隠され、
　前記回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆い、且つ、前記発光手段が点灯している
時は、前記発光手段が出射する光が前記スクリーンに投影されるとともに、前記スクリー
ンおよび前記前面パネルを透過し、
　前記投影装置は、
　前記室内機本体に設置され、
　前記発光手段が設けられた基板と、
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　前記基板が固定され、前記発光手段を収納するように前記投影装置側から前記前面パネ
ル側に突出して形成されたホルダー筒部、及び、該ホルダー筒部の前面側であって前記発
光手段との対向位置に形成されたホルダー投光窓を有する基板ホルダーと、
　前記ホルダー投光窓を覆うように前記ホルダー筒部の前面側に貼付され、前記スクリー
ンに投影される内容が印刷された印刷シートと、
　を有し、
　前記回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆った際、前記スクリーンが前記印刷シー
トを介して、前記基板ホルダーの前記ホルダー筒部によって前記前面パネルの後面に押し
付けられる
　ことを特徴とする空気調和機の室内機。
【請求項２】
　前記スクリーンが前記回動パネルの前面の全域を覆う
　ことを特徴とする請求項１記載の空気調和機の室内機。
【請求項３】
　前記前面パネルの後面に、シボ加工によって凹凸が形成されている
　ことを特徴とする請求項１または２記載の空気調和機の室内機。
【請求項４】
　前記回動パネルおよび前記前面パネルは、略同一曲率半径の断面円弧状板体であって、
　前記回動パネルの側縁に形成されたフランジと、前記前面パネルの側縁に形成されたフ
ランジと、が係止手段によって着脱自在に係止されている
　ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項５】
　前記回動パネルの両端部にそれぞれ、前記室内機本体に回動自在に設置されるための支
持腕と、前記室内機本体に回動不能に固定されるための係止爪と、が形成されている
　ことを特徴とする請求項１乃至４の何れかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項６】
　前記スクリーンが前記回動パネルと略同一色彩または略同一模様である
　ことを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項７】
　前記スクリーンは可撓性を具備するシート状であって、
　前記投影装置は、前記基板ホルダーを保持する投影装置ベースを有する
　ことを特徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の空気調和機の室内機。
【請求項８】
　前記基板ホルダーと前記投影装置ベースとの間に、付勢手段が設けられている
　ことを特徴とする請求項７記載の空気調和機の室内機。
【請求項９】
　前記投影装置を形成する前記基板ホルダーは、付勢手段を介して前記室内機本体に設置
されている
　ことを特徴とする請求項７記載の空気調和機の室内機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は空気調和機の室内機、特に、運転状況等を表示する機能を有する空気調和機の
室内機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　空気調和機の運転状況等を表示する機能を有する空気調和機の室内機（以下、単に「室
内機」と称す）について、発明者等が、表示の視認性が良く、且つ、意匠性に優れた室内
機を提供している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０３４２７号公報（第５頁、第４図）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示された室内機は、前面パネルの後面に向けて光を出射する発光手段を
搭載した投影装置を有するものであって、前面パネルの後面に塗装または印刷された加飾
層を設けることによって、発光手段の点灯時には、発光手段から出射された光が室内機の
外部から透視可能であり、一方、発光手段の消灯時には、投影装置が室内機の外部から透
視不可能にしたものである。
　このため、発光手段から出射された光によって前面パネルに所定の文字や図形を表示す
ることによって、使用者に運転状態等を知らせることができる。一方、発光手段の消灯時
には、前面パネルに運転状態等が表示されないで、使用者は前面パネルそのものを視認す
るだけで、前面パネルの奥（後面寄り）に投影装置が設置されていることに気が付かない
。したがって、情報伝達の機能性に優れるだけでなく、外観の意匠性が向上している。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示された室内機は前記のような優れものでありながら、
以下のような問題があった。　
　（あ）前面パネルの後面に塗装によって加飾層を設ける際、前面パネルの前面に塗料が
付着しないようにマスキングを施す必要がある。このための作業工数が、前面パネルの製
造コストの低廉化のネックになる。
　（い）一定の厚さの加飾層を形成する作業が要求されるため、高い作業技能が要求され
、また、膜厚管理が困難になる。
　（う）塗装に替えて印刷によって加飾層を設ける場合、前面パネルの形状によっては（
たとえば、側縁に形成されたフランジが高い場合等）、前面パネルの後面の全域にインク
がのらない。
　（え）前面パネルに塗料やインクが付着するため、リサイクルが困難になる。
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決するものであって、第１の目的は、塗装や印刷による加飾層
を設けることなく、加飾層が設けられた場合と同等の優れた情報伝達の機能性および外観
の意匠性を有する室内機を、安価に提供することにある。また、第２の目的は、リサイク
ルを容易にすることにある。さらに、第３の目的は、運転状態を明りょうに表示すること
によって、使用者の意識に訴え、省エネの促進を図ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、前面に本体開口部を具備する室内機本体と、該室
内機本体に設置され、本体開口部を覆い且つ開放する回動パネルと、該回動パネルに貼付
され、該回動パネルに形成されたパネル開口部を覆うスクリーンと、回動パネルに設置さ
れ、回動パネルの前面を覆う前面パネルと、パネル開口部に向けて光を出射することがで
きる発光手段を具備する投影装置と、を有し、回動パネルが不透明材料によって形成され
、前面パネルが透明材料または半透明材料によって形成され、スクリーンが半透明材料ま
たは不透明材料によって形成され、回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆い、且つ、
発光手段が消灯している時は、前面パネルおよびスクリーンによって投影装置が覆い隠さ
れ、回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆い、且つ、発光手段が点灯している時は、
発光手段が出射する光がスクリーンに投影されるとともに、スクリーンおよび前面パネル
を透過し、投影装置は、室内機本体に設置され、発光手段が設けられた基板と、基板が固
定され、発光手段を収納するように投影装置側から前面パネル側に突出して形成されたホ
ルダー筒部、及び、該ホルダー筒部の前面側であって発光手段との対向位置に形成された
ホルダー投光窓を有する基板ホルダーと、ホルダー投光窓を覆うようにホルダー筒部の前
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面側に貼付され、スクリーンに投影される内容が印刷された印刷シートと、を有し、回動
パネルが室内機本体の前面開口部を覆った際、スクリーンが印刷シートを介して、基板ホ
ルダーのホルダー筒部によって前面パネルの後面に押し付けられるものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る空気調和機の室内機は、前記回動パネルが室内機本体の前面開口部を覆っ
た状態で、発光手段が消灯している時は、前面パネルおよびスクリーンによって投影装置
が覆い隠され、一方、発光手段が点灯している時は、発光手段が出射する光がスクリーン
に投影されるとともに、スクリーンおよび前面パネルを透過する。
　このため、スクリーンに投影された「光の像」を使用者は視認することができるから、
運転状態等を使用者に知らせることができる。一方、発光手段の消灯時には、前面パネル
およびスクリーンによって投影装置が覆い隠されるから、使用者は、前面パネルの奥に投
影装置が設置されていることに気が付かない。よって、情報伝達の機能性に優れるだけで
なく、外観の意匠性が向上している。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機を説明する一部（前面パネル）
を分解して示す斜視図。
【図２】図１に説明する室内機の前面パネルが閉じられた状態を示す断面図。
【図３】図１に説明する室内機を説明する全体部材を分解して示す斜視図。
【図４】図１に説明する室内機の一部構成部材を分解して示す斜視図。
【図５】図１に示す室内機の一部構成部材の組立状態を示す断面図。
【図６】図１に示す室内機に設置された投影装置の構成部材を分解して示す斜視図。
【図７】図１に示す室内機に設置された投影装置の構成部材を組み立てた状態を示す側面
視の断面図。
【図８】図７に示す投影装置の設置された状態を示す側面視の部分断面図。
【図９】本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機を説明する一部（前面パネル）
を分解して示す斜視図。
【図１０】図９に示す室内機の一部の設置状況を示す側面視の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　［実施の形態１］
　（空気調和機の室内機－その１）
　図１～図４は本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機を説明するものであって
、図１は一部（前面パネル）を分解して示す斜視図、図２は前面パネルが閉じられた状態
を示す側面視の断面図、図３は全体構成を分解して示す斜視図、図４は一部構成部材を分
解して示す斜視図、図５は一部構成部材の組立状態を示す断面図である。
　なお、以下に示す各図において同じ部分または相当する部分には同じ符号を付している
。また、各図は模式的に描いたものであって、本発明は図示された形態に限定するもので
はない。
【００１３】
　（室内機）
　図１～図３において、空気調和機の室内機（以下「室内機」と称す）１００は、吸引口
１１１および吹出口１１３を具備する室内機本体１１０と、吸引口１１１から吹出口１１
３に至る風路１１２を形成する送風手段１２０と、風路１１２内に配置された熱交換手段
１３０と、を有している。そして、室内機本体１１０には、前面開口部１１６を覆う回動
パネル３１０（前面パネル３３０が一体的に設置されている）と、運転状況等を表示する
投影装置２００と、運転制御のためのセンサーユニット４００と、制御ユニット１６０と
、が設置されている。
【００１４】
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　（室内機本体）
　室内機本体１１０は室内の壁等に固定される基台１１４（以下、基台１１４側を「後面
」と称す）と、基台１１４に固定される筐体（前面枠に同じ）１１５と、を有している。
そして、筐体１１５の前面開口部１１６を覆う回動パネル３１０が、筐体１１５の前面寄
り（室内機本体１１０の前面に同じ）に着脱自在かつ回動自在に設置されている。
　筐体１１５の上面には吸引口１１１が形成され、筐体１１５の下面（前面の一部を含む
）には吹出口１１３が形成され、基台１１４の一部が風路１１２の一部（後面側）を形成
している。また、吹出口１１３には、前面上下風向ベーン１１７および下面上下風向ベー
ン１１８が設置されている。
【００１５】
　送風手段１２０は基台１１４に装着されるものであって、風路１１２を形成している。
　熱交換手段１３０は基台１１４に装着されるものであって、後面側部分および前面側部
分を具備し、風路１１２の送風手段１２０よりも上流側に配置され、図示しない室外機か
ら供給される冷媒が流通する伝熱管１３１と、伝熱管１３１が貫通する複数枚の放熱フィ
ン１３２と、を具備している。
　そして、熱交換手段１３０の前面側部分の下方には、熱交換手段１３０から滴下したド
レンを受け止めるドレンパン１４０が、基台１１４に装着されている。なお、ドレンパン
１４０の下面の後面側は風路１１２の一部を形成するものであって、図示しない左右風向
調整装置が設置されている。
　さらに、風路１１２の吸引口１１１の近くで前面寄りに、フィルター１５１を清掃する
ためのフィルター自動清掃ユニット１５０が着脱自在かつ移動自在に設置されている（基
台１１４には爪によって固定され、熱交換手段１３０にはネジによって固定されている）
。そして、前面開口部１１６の上下方向の略中央に、フィルター１５１から落下した塵埃
を貯溜するためのダストボックス１５２が設置されている。
【００１６】
　（回動パネル）
　図４の（ａ）において、回動パネル３１０は、不透明な樹脂材料で成形された断面円弧
状の板体である。回動パネル３１０の円弧状の端部３１１ａ、３１１ｂには凹面側に突出
した端部フランジ３１２ａ、３１２ｂが形成されると共に、筐体１１５に着脱自在かつ回
動自在に設置するための支点となる支持腕３１３ａ、３１３ｂと、筐体１１５に着脱不能
かつ回動不能に固定するための係止爪３１４ａ、３１４ｂと、が形成されている。
　また、回動パネル３１０の直線状の側部３１５ａ、１３５ｂには凹面側に突出した側部
フランジ３１６ａ、３１６ｂが形成されると共に、前面パネル３３０を設置するための係
止孔３１７ａ、３１７ｂが形成されている。
【００１７】
　さらに、後記する投影装置２００から出射された光を通すためのパネル開口部３１８ａ
、３１８ｂが形成されている。なお、パネル開口部３１８ａ、３１８ｂは、投影装置２０
０を形成する基板ホルダー２４０が侵入自在な大きさ（広がり）を有し、基板ホルダー２
４０の形状や数量によって、その形状や数量が変動し、それぞれの形状が相違する場合が
ある。
　さらに、センサーユニット４００のセンシング範囲（赤外線の検出可能範囲）を確保す
るためのパネル切欠部３１９が形成されている。なお、センサーユニット４００が設置さ
れない場合には、当然に、パネル切欠部３１９は形成されないし、センサーユニット４０
０が、回動パネル３１０の側縁部から離れ中央寄りに設置される場合には、パネル切欠部
３１９は側縁部から離れパネル開口部（全周が包囲されている）を呈することになる。　
なお、以下、共通する内容の説明においては、符号の添え字「ａ、ｂ」の記載を省略する
。
【００１８】
　（スクリーン）
　図４の（ｂ）において、回動パネル３１０の凸面側（表面に同じ）に、パネル開口部３
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１８ａ、３１８ｂを覆うスクリーン３２０ａ、３２０ｂが貼付されている。スクリーン３
２０は厚さが０．１～０．５ｍｍ程度（たとえば、約０．２ｍｍ）の可撓性を有するシー
ト状で、半透明または不透明の樹脂材料であって、強い光（発光された出射光等）を透過
させる一方、弱い光（発光しない物体からの反射光等）を遮蔽するものである。すなわち
、発光しない物体を覆い隠す（発光しない物体の有無を視認できない状態にする）ことが
できるものである。
　そして、回動パネル３１０と同色で同柄（たとえば、共に無地）であるから、スクリー
ン３２０の周縁は不明りょうで、貼付されていることが分かり難くなっている。なお、ス
クリーン３２０を１枚にして、回動パネル３１０と略同じ大きさ（広がり）にしておけば
、スクリーン３２０の周縁が回動パネル３１０の周縁に略一致するから、両者の色彩や模
様が相違する場合であっても、両者の境界が不明りょうになり、貼付されていることが分
かり難くなる。
【００１９】
　（前面パネル）
　図４の（ｃ）において、前面パネル３３０は、透明または半透明な樹脂材料で成形され
、回動パネル３１０の曲面の曲率半径と略同じ曲率半径の曲面を具備する断面円弧状の板
体であって、回動パネル３１０の凸面側（表面に同じ）を覆うものである。すなわち、前
面パネル３３０の円弧状の端部３３１ａ、３３１ｂには凹面側に突出した端部フランジ３
３２ａ、３３２ｂが形成され、剛性を高めている。
　また、前面パネル３３０の直線状の側部３３５ａ、３３５ｂには凹面側に突出した側部
フランジ３３６ａ、３３６ｂが形成され、側部フランジ３３６ａ、３３６ｂには、回動パ
ネル３１０に形成された係止孔３１７ａ、３１７ｂに係止する係止突起３３７ａ、３３７
ｂが形成されている。
【００２０】
　また、回動パネル３１０に準じて、センサーユニット４００のセンシング範囲（赤外線
の検出可能範囲）を確保するためのパネル切欠部３３９が形成されているが、センサーユ
ニット４００が設置されない場合や設置位置が変動した場合には、パネル切欠部３３９は
形成されなかったり、パネル開口部が形成されたりする。
　さらに、前面パネル３３０の凹面は平坦面（平滑面）に限定するものではなく、シボ加
工によって細かい凹凸が形成されたものであってもよい。このとき、投影された文字や図
形が軟らかく浮き上がるから、高級感が増すと共に、塵埃等が付着してもこれが目立たな
くなるから、清潔感が増す。
【００２１】
　図５において、回動パネル３１０に形成された係止孔３１７ａ、３１７ｂに係止突起３
３７ａ、３３７ｂを係止（陥入）することによって、前面パネル３３０はスクリーン３２
０を挟んで回動パネル３１０に一体的に接合される。このとき、前面パネル３３０の前面
（端部フランジ３３２ａ、３３２ｂおよび側部フランジ３３６ａ、３３６ｂを除く範囲）
には、回動パネル３１０に接合するための手段（接着剤、ネジ、係止手段等）がないから
、前面の景色が簡素であって、意匠性に優れている。
【００２２】
　このとき、スクリーンを貼り付ける作業に際し、マスキング作業や膜厚管理が不要にな
るから、製造コストが安価になる。また、前面パネルの形状に関わらず所望の範囲にスク
リーンを貼付することができる。たとえば、スクリーンと回動パネルとを略同じ大きさ（
広がり）にしておけば、スクリーンの周縁が回動パネルの周縁に略一致するから、仮に両
者の色彩や模様が相違する場合であっても、両者の境界が不明りょうになり意匠性が担保
される。
　さらに、貼付されたスクリーンを剥がすだけで、前面パネル３３０を容易にリサイクル
することができるから、再資源化が促進され、環境保全に好適である。
　なお、図５は模式的に示すものであって、スクリーン３２０の厚さや、前面パネル３３
０と回動パネル３１０との間隔は誇張して描いている。すなわち、前面パネル３３０の後
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面（図中、右側の面）と回動パネル３１０の表面（図中、左側の面）とは、当接または近
接している。また、前面パネル３３０に係止孔を形成して、かかる係止孔に係止する係止
突起を回動パネル３１０に形成してもよい。
【００２３】
　（投影装置の構成）
　次に、投影装置について詳細に説明する。　
　図６～図８は本発明の実施の形態１に係る空気調和機の室内機に設置された投影装置を
説明するものであって、図６は構成部材を分解して示す斜視図、図７は構成部材を組み立
てた状態を示す側面視の断面図、図８は室内機に設置された状態を示す側面視の部分断面
図である。
　図６および図７において、水平方向の左右に投影装置２００ａ、２００ｂが設置されて
いる。両者は表示内容が相違するものの構成は同じであるから、同じ内容については、符
号の添え字「ａ、ｂ」を省略する。投影装置２００は、枠状の投影装置カバー２２０と、
表示内容が印刷された印刷シート２３０と、印刷シート２３０が前面に貼付された基板ホ
ルダー２４０と、基板ホルダー２４０にネジ止めされる基板２５０と、板状の投影装置ベ
ース２６０と、を有している。
【００２４】
　（投影装置カバー）
　投影装置カバー２２０は、樹脂材料で成形され、カバー内壁２２１およびカバー外壁２
２２を具備する断面略Ｊ字状の枠体である。カバー外壁２２２には、投影装置カバー２２
０を投影装置ベース２６０に設置するためのカバー孔２２３が複数箇所に形成されている
。
【００２５】
　（印刷シート）
　印刷シート２３０は、スクリーン３２０に投影される数字や図形（記号、イラスト等）
の輪郭が縁取り印刷（マスキングに同じ）されたもので、基板ホルダー２４０の前面に接
着剤で貼り付けられている。
　なお、印刷シート２３０の光が通過する範囲（マスキングによって覆われた範囲を除く
範囲）は、無色であっても所定の色彩を有してもよい。また、前記数字や図形は、運転状
態等を意味するものであって、たとえば、運転モード（冷房、暖房、乾燥、強弱（緩急）
等）、設定温度（℃）、当該運転を開始してからの消費電力量（ｋＷｈ）、消費電力量に
対応した電気代（円）、消費電力量を二酸化炭素の排出量に換算した値（ｋｇ）、あるい
は、それらの月間（週間）累計値等の何れか１以上であるが、これらに限定するものでは
ない。
【００２６】
　（基板ホルダー）
　基板ホルダー２４０は、ＡＢＳ等の樹脂材料によってボックス状に成形され、ホルダー
前面２４１の表面に印刷シート２３０が貼付され、ホルダー前面２４１には、基板２５０
に実装された発光手段（ＬＥＤ）２５１が挿入されるホルダー投光窓２４２が形成されて
いる。ホルダー投光窓２４２の大きさ（開口面積）は、これに挿入される発光手段２５１
の数量（１個または２個以上）に応じて決定されている。
　そして、基板ホルダー２４０は、投影装置ベース２６０と投影装置カバー２２０とによ
って形成される函体に抜け出し不能に収納されている。このとき、基板ホルダー２４０の
ホルダー前面２４１の外周に沿ってホルダー筒部２４３が形成され、ホルダー筒部２４３
の先端の外周に、複数のホルダーフランジ２４４が設けられている。
【００２７】
　（基板）
　基板２５０には、表示手段としての発光手段（たとえば、ＬＥＤ）２５１が実装され、
基板ホルダー２４０（正確にはホルダー筒部２４３）にネジ止めされている。発光手段２
５１の出射する光の強さや色彩は限定するものではない。
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【００２８】
　（投影装置ベース）
　投影装置ベース２６０は、ＡＢＳ等の樹脂材料から成形されており、投影装置カバー２
２０のカバー外壁２２２の内側に侵入自在なベース筒部２６１を有し、ベース筒部２６１
には投影装置カバー２２０のカバー孔２２３に陥入自在なベース突起２６２が形成されて
いる。したがって、投影装置ベース２６０と投影装置カバー２２０とは、前者のベース突
起２６２が後者のカバー孔２２３に陥入した状態で、一体化し、カバー内壁２２１によっ
て囲まれた開口部を有する函体を形成している。
　そして、投影装置ベース２６０は、筐体１１５に設置されている。
　なお、投影装置ベース２６０に突出する回動用アーム（図示しない）を設け、回動用ア
ームの先端を筐体１１５に回動自在または着脱自在に設置することによって、投影装置２
００を回動自在または着脱自在、すなわち、前面開口部１１６から移動自在または撤去自
在にしてもよい。
【００２９】
　（付勢手段）
　前記函体の内部には左右両側に付勢手段（たとえば、コイルバネ）２９０が配設され、
基板ホルダー２４０を投影装置ベース２６０から離れる方向に付勢している。したがって
、基板ホルダー２４０のホルダー前面２４１（その表面に印刷シート２３０が貼付されて
いる）は、カバー内壁２２１によって囲まれた開口部を貫通して、前記函体の外部に突出
している。
　このとき、基板ホルダー２４０のホルダーフランジ２４４は投影装置カバー２２０（投
影装置ベース２６０に固定されている）のカバー内壁２２１の端部に当接するから、基板
ホルダー２４０が前記函体から抜け出すことがない。
【００３０】
　（発光手段の点灯状況）
　図８において、回動パネル３１０が閉じて前面開口部１１６を塞いだ際、回動パネル３
１０のパネル開口部３１８に、投影装置２００を形成する基板ホルダー２４０の先端部（
前面寄りの範囲）が侵入している。そして、前面パネル３３０の裏面が、スクリーン３２
０を挟んで基板ホルダー２４０の前面（印刷シート２３０）を後面方向に押し込んでいる
。したがって、仮に、前面パネル３３０に反り等がある場合でも、前面パネル３３０の裏
面にスクリーン３２０および印刷シート２３０が互いに密着して押し付けられることにな
る。
　そして、スクリーン３２０と前面パネル３３０とが重なった状態は半透明または不透明
であるものの、発光手段２５１からの出射光はこれを透過するから、発光手段２５１を点
灯することによって、印刷シート２３０に印刷された数字や図形が、前面パネル３３０の
前面に投影されることになる。すなわち、複数の発光手段２５１の点灯要領を変更するこ
とによって、必要な運転状態等が使用者に周知されることになるから、使用者の意識を喚
起し、省エネ運転が促進される。
　このとき、前面パネル３３０の簡素な面に、数字や図形が光によって浮き上がるように
表示されるから、機能性が担保されると共に、清涼感および高級感が醸し出され、室内機
１００の商品価値が向上する。
【００３１】
　（発光手段の消灯状況）
　一方、スクリーン３２０と前面パネル３３０とが重なった状態は半透明または不透明で
あって、弱い光（発光しない物体からの反射光等）を遮蔽するものであるから、発光手段
２５１を消灯することによって、印刷シート２３０や基板ホルダー２４０等の投影装置２
００を構成する部材が、覆い隠され、室内機１００の外部からこれを視認することができ
ない。すなわち、使用者は、前面パネル３３０の裏側（後面寄りの位置）に投影装置２０
０が設置されていることに気付かなくなる。
　そして、前面パネル３３０には、開口部がなく、又、接着剤が付着した痕跡や前面パネ
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ル３３０の奥にあるものの影が透過しない。したがって、前面パネル３３０は、それ自体
が簡素な面を有し、意匠性が阻害されることなく、清涼感および高級感が維持され、室内
機１００の商品価値が向上している。
　なお、パネル開口部の大きさや形状は限定されるものではないから、パネル開口部を大
きくして、運転状態等（たとえば、二酸化炭素排出量）を大きく且つ明りょうに表示する
ことによって、使用者の意識に訴え（たとえば、設定温度の調整を促し）、省エネの促進
に寄与することが可能になる。
【００３２】
　（センサーユニット）
　さらに、投影装置２００に挟まれて運転制御のためのセンサーユニット４００が配置さ
れている。センサーユニット４００はセンサー本体４０１と、センサー本体４０１を揺動
させられる（所定の回転角度の間を往復する）センサーモーター４０２と、を有し、セン
サーモーター４０２が筐体１１５に固定されている。
　また、回動パネル３１０にはパネル切欠部３１９が、前面パネル３３０にはパネル切欠
部３３９がそれぞれ形成されているから、回動パネル３１０が室内機本体１１０の前面開
口部１１６を覆った際、センサーユニットのセンシング範囲が確保されている。
【００３３】
　したがって、回動パネル３１０（前面パネル３３０が一体的に接合されている）が室内
機本体１１０の前面開口部１１６を覆った状態で、センサー本体４０１は、室内の広い範
囲をセンシングすることが可能になっている。
　なお、センサー本体４０１は、室内の温度分布（人間の位置を含む）や人間の体感温度
、あるいは室内空気に含まれる塵埃の量等を検知するものであるが、これに限定するもの
ではない。また、本発明はセンサーユニット４００の種類や形状を限定するものではなく
、さらに、センサーユニット４００の設置を省略してもよい。
【００３４】
　［実施の形態２］
　（空気調和機の室内機－その２）
　図９および図１０は本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機を説明するもので
あって、図９は一部（前面パネル）を分解して示す斜視図、図１０は一部の設置状況を示
す側面視の断面図である。なお、実施の形態１と同じ部分または相当する部分には同じ符
号を付し、一部の説明を省略する。また、各図は模式的に描いたものであって、本発明は
図示された形態に限定するものではない。
　図９および図１０において、本発明の実施の形態２に係る空気調和機の室内機は、実施
の形態１に示す室内機１における、回動パネル３１０、スクリーン３２０、前面パネル３
３０および投影装置２００を、それぞれ、回動パネル５１０、スクリーン５２０、前面パ
ネル５３０および投影装置６００に、変更したものであって、これを除く構成は、室内機
１００に同じである。以下、相違点について説明する。
【００３５】
　（回動パネル等）
　図９において、回動パネル５１０は、回動パネル３１０に形成されたパネル開口部３１
８ａ、３１８ｂに替えて、パネル中央に大きなパネル開口部３１８ｃが形成され、一方、
回動パネル３１０に形成されたパネル切欠部３１９が撤去されている。
　スクリーン５２０は、実施の形態１におけるスクリーン３２０と同じ材質によって形成
され、回動パネル５１０の後面（凹面）の略全域を覆う大きさの１枚物である。
　前面パネル５３０は、実施の形態１における前面パネル３３０に形成されたパネル切欠
部３１９を撤去したものに同じである。
【００３６】
　（投影装置）
　図１０において、投影装置６００は、図示しない筐体１１５に付勢手段（コイルスプリ
ング）６９０によって弾性的に支持された投影装置ベース６６０と、投影装置ベース６６
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０に固定された基板ホルダー６４０と、基板ホルダー６４０に保持された基板２５０と、
基板２５０に搭載された発光手段（ＬＥＤ）２５１と、を有している。
【００３７】
　（基板ホルダー）
　基板ホルダー６４０は、ＡＢＳ等の樹脂材料によってボックス状に成形され、外周に沿
って形成されたホルダー筒部６４３が投影装置ベース６６０に接合され、内部にホルダー
隔壁６４４が形成されている。ホルダー隔壁６４４は基板２５０を支持すると共に、複数
のホルダー投光窓６４２を形成している。
　そして、ホルダー投光窓６４２には、基板２５０に搭載された発光手段（ＬＥＤ）２５
１が挿入されている。なお、ホルダー投光窓６４２の大きさ（開口面積）は、これに挿入
される発光手段２５１の数量（１個または２個以上）に応じて決定されている。
【００３８】
　（投影装置ベース）
　投影装置ベース６６０は、ＡＢＳ等の樹脂材料から成形されており、基板ホルダー６４
０が接合されている。
　そして、投影装置ベース６６０は付勢手段６９０によって、筐体１１５（図示しない）
に弾性的に設置されている。
【００３９】
　（発光手段の点灯状況）
　したがって、回動パネル３１０が閉じて前面開口部１１６を塞いだ際、回動パネル３１
０のパネル開口部３１８ｃに、投影装置６００を形成する基板ホルダー６４０の先端部（
前面寄りの範囲）が侵入する。そして、前面パネル３３０の裏面が、スクリーン３２０を
挟んで基板ホルダー６４０のホルダー前面６４１（ホルダー隔壁６４４の前面側の端部を
含む）を後面方向に押し込んでいる。したがって、仮に、前面パネル３３０に反り等があ
る場合でも、前面パネル３３０の裏面にスクリーン３２０が互いに密着して押し付けられ
ることになる。
　このとき、基板ホルダー６４０は、ホルダー隔壁６４４の前面側の端部がスクリーン３
２０に密着しているから、所定のホルダー投光窓６４２に出射された光が、これに隣接す
るホルダー投光窓６４２に漏れることがない。
　そして、スクリーン３２０と前面パネル３３０とが重なった状態は半透明または不透明
であるものの、発光手段２５１からの出射光はこれを透過するから、複数の発光手段２５
１の点灯要領を変更することによって、所望の光の像を前面パネル３３０の前面に鮮明に
投影することができる。すなわち、運転状態等と関連付けた光の像にすることによって、
必要な運転状態等が使用者に周知されることになるから、使用者の意識を喚起し、省エネ
運転が促進される。
　このとき、前面パネル３３０の簡素な面に、数字や図形が光によって浮き上がるように
表示されるから、機能性が担保されると共に、清涼感および高級感が醸し出され、室内機
１００の商品価値が向上する。
【００４０】
　（発光手段の消灯状況）
　一方、スクリーン３２０と前面パネル３３０とが重なった状態は半透明または不透明で
あって、弱い光（発光しない物体からの反射光等）を遮蔽するものであるから、発光手段
２５１を消灯することによって、基板ホルダー６４０のホルダー前面６４１や発光手段２
５１等の投影装置６００を構成する部材が、覆い隠され、外部からこれを視認することが
できない。すなわち、使用者は、前面パネル３３０の裏側（後面寄りの位置）に投影装置
６００が設置されていることに気付かなくなる。
　したがって、実施の形態１に示す室内機１００と同様に、清涼感および高級感が維持さ
れ、商品価値が向上している。
　なお、以上は、投影装置６００が印刷シートを具備しないものを示しているが、本発明
はこれに限定するものではなく、ホルダー前面６４１に実施の形態１に示す印刷シート２
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３０を貼付してもよい。さらに、センサーユニットの設置あるいは配置位置に応じて、パ
ネル切欠部を形成してもよい。
【符号の説明】
【００４１】
　１００；室内機、１１０；室内機本体、１１１；吸引口、１１２；風路、１１３；吹出
口、１１４；基台、１１５；筐体、１１６；前面開口部、１１７；前面上下風向ベーン、
１１８；下面上下風向ベーン、１２０；送風手段、１３０；熱交換手段、１３１；伝熱管
、１３２；放熱フィン、１４０；ドレンパン、１５０；フィルター自動清掃ユニット、１
５１；フィルター、１５２；ダストボックス、１６０；制御ユニット、２００；投影装置
、２００ａ；投影装置、２２０；投影装置カバー、２２１；カバー内壁、２２２；カバー
外壁、２２３；カバー孔、２３０；印刷シート、２４０；基板ホルダー、２４１；ホルダ
ー前面、２４２；ホルダー投光窓、２４３；ホルダー筒部、２４４；ホルダーフランジ、
２５０；基板、２５１；発光手段、２６０；投影装置ベース、２６１；ベース筒部、２６
２；ベース突起、３１０；回動パネル、３１１ａ；端部、３１２ａ；端部フランジ、３１
３ａ；支持腕、３１４ａ；係止爪、３１５ａ；側部、３１６ａ；側部フランジ、３１７ａ
；係止孔、３１８；パネル開口部、３１９；パネル切欠部、３２０；スクリーン、３３０
；前面パネル、３３１；端部、３３２；端部フランジ、３３５；側部、３３６；側部フラ
ンジ、３３７；係止突起、３３９；パネル切欠部、４００；センサーユニット、４０１；
センサー本体、４０２；センサーモーター、５２０；スクリーン、５３０；前面パネル、
６００；投影装置、６４０；基板ホルダー、６４１；ホルダー前面、６４２；ホルダー投
光窓、６４３；ホルダー筒部、６４４；ホルダー隔壁、６６０；投影装置ベース、６９０
；付勢手段。
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